
平成２８年１１月２４日（木）第３８３号  

  
    

ご意見は 
こちらまで 

  当事務所では、初冬期に発生する「スリップ事
故」などのトラブルを未然に回避するため、『冬
タイヤの早期装着』の啓発として「テレビ・ラジ
オ放送」や「道路情報板表示」を通じた呼びかけ、
ドライバーや道の駅等へのチラシの配布等を行っ
ております。 

 また、冬タイヤの装着状況についても県内２箇所の「道の駅」において調査を実施しており、 

１１月１７日の調査（３回目）では装着率が２駅平均で91.1％と今月上旬に降雪もあった事な

どから、前年同時期（６４．２％）に比べ大幅に増加している状況です。 
 冬期間は、急激な気象・路面状況の変化が発生しますので、まだタイヤ交換をされてない方は、

「早めの冬タイヤの装着」をお願いするとともに、冬道走行にあたっては、十分時間に余裕
を持ち、より一層の安全運転をお願いします。  

▲交通安全りんごとチラシを配布する様子▲ 
（10/20：国道７号・大鰐弘前ＩＣ交差点付近で、園児
から交通安全リンゴと冬タイヤ交換チラシを配布） 

スリップ事故注意！ 

▲除雪機械デモ走行（弘前市内）の様子▲ 
（11/7：弘前国道維持出張所の除雪機械出動式におけ
る除雪機械デモ走行時に、冬タイヤの早期装着を啓発） 

道路情報板による呼びかけ 
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